
新仙台市立住吉台小学校同窓会会則  

 

第 １ 条  本 会 を 仙 台 市 立 住 吉 台 小 学 校 同 窓 会 と よ び ，事 務 局 を 母 校 内 に 置 く 。 

 

第 ２ 条  本 会 は ， 仙 台 市 立 住 吉 台 小 学 校 の 卒 業 生 を 会 員 と し て 組 織 す る 。  

 

第 ３ 条  本 会 は ， 母 校 の 教 職 員 お よ び 教 職 員 で あ っ た 方 を 名 誉 会 員 と す る 。  

 

第 ４ 条  本 会 は ， 会 員 相 互 の 親 睦 を は か り ， 助 け 合 い ， 励 ま し 合 っ て 母 校 で

受 け た 教 育 を い っ そ う 輝 か し い も の に す る と 共 に ， 母 校 の 発 展 に 協 力

し て い く こ と を 目 的 と す る 。  

 

第 ５ 条  本 会 に 次 の 役 職 を 置 く 。  

    ・ 会  長   １ 名     ・ 幹 事   若 干 名  

 

第 ６ 条  会 長 は ， 本 会 を 代 表 し 会 務 を つ か さ ど る 。  

    幹 事 は ， 会 長 の 指 示 の も と に 本 会 の 運 営 に あ た る 。  

    会 計 事 務 は 、 学 校 の 同 窓 会 担 当 者 が 行 う 。  

 

第 ７ 条  会 長 ・ 幹 事 は 役 員 会 で 選 出 す る 。  

 

 

第 ８ 条  本 会 は 、 必 要 に 応 じ て 、 顧 問 を 置 く こ と が で き る 。  

 

第 ９ 条  会 長 ・ 幹 事 の 任 期 は ２ 年 と し 、 再 選 を 妨 げ な い 。  

 

第 １ ０ 条  本 会 の 経 費 は ， 入 会 金 ・ 寄 付 金 ・ そ の 他 を も っ て こ れ に あ て る 。  

    入 会 金 は ， １ 人 １ ０ ０ 円 と し ， 母 校 を 卒 業 す る と き 納 入 し ， 預 金 し

て お く も の と す る 。  

 

第 １ １ 条  監 査 は 、外 部 監 査 と し て Ｐ Ｔ Ａ 会 長 が 指 名 す る Ｐ Ｔ Ａ 役 員 が 行 う 。 

 

第 １ ２ 条   本 会 会 則 は ， 総 会 に は か っ て 変 更 す る こ と が で き る 。  

 

    本 会 則 は ， 平 成 ２ ７ 年 ８ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

    

 

 

 

 


